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馬淵川水系流域治水プロジェクト（案） 【位置図】
～豊かな自然を抱えるふるさとを水害から守る青森と岩手が一体となった治水対策の推進～

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水に
より甚大な被害が発生したことを踏まえ、馬淵川水系にお
いても、事前防災対策を進める必要があり、以下の取り組
みを実施していくことで、国管理区間においては、流域で
甚大な被害が発生した戦後最大の昭和22年8月洪水（前線及
び低気圧）と同規模の洪水を安全に流下させ、気候変動も
踏まえて流域における浸水被害の軽減を図る。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
○河川区域での対策
・河道掘削、堤防整備等
・既存ダムにおける事前放流等の実施、体制構築 等
○集水域での対策
・雨水排水網の整備
・砂防堰堤、急傾斜地崩壊防止施設の整備
・森林整備・治山対策 等

■被害対象を減少させるための対策
○氾濫域での対策
・災害リスクを考慮した立地適正化計画の作成 等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
○氾濫域での対策
・まるごとまちごとハザードマップ標識の設置
・ため池ハザードマップの作成及び周知
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の支援
・講習会等による住民の防災教育や防災知識の普及促進
・防災行政無線の改良
・洪水ハザードマップの作成 等

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

河道掘削・堤防整備（国）

馬淵川（青森県）
河道掘削・堤防整備【県】

熊原川 河道掘削・堤防整備（県）

馬淵川（岩手県） 河道掘削等（県）

安比川（県） 河道掘削等（県）

浅水川 河道掘削・堤防整備（県）

下水道幹線の整備（市）

砂防事業（県・急傾斜）

砂防事業（県）

砂防事業（県）

砂防事業（県）

砂防事業（県・急傾斜）

災害リスクを考慮した立地
適正化計画の作成（市）

災害リスクを考慮した立地
適正化計画の作成【市】

砂防事業（県・急傾斜）

砂防事業（県）

砂防事業（県・急傾斜）

砂防事業（県）

雨水排水路の整備（市）

土橋川（市）
護岸整備等（市）

準用河川（市）
河道掘削等（市）

下水道耐水化工事（市）

砂防事業（県）

森林整備・治山対策
（東北森林管理局、青森県、岩手県、森林整備センター）

事前放流等の実施（国、県）

青森県

岩手県
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馬淵川水系流域治水プロジェクト（案） 【ロードマップ・効果】
～豊かな自然を抱えるふるさとを水害から守る青森と岩手が一体となった治水対策の推進～

○流域全体のあらゆる関係者が協働して協議、情報共有を図り、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進する。
【短 期】 戦後最大洪水と同規模の洪水に対して家屋浸水を防止するため、水位低下を目的とした河道掘削と堤防整備を実施する。
【中期～ 馬淵川上・中流域において浸水被害を防止するための河道掘削や堤防整備を継続して実施するとともに、気候変動を踏まえた更なる対策

中長期】 を推進して流域全体の安全度向上を図る。
○あわせて、内水氾濫被害を軽減させる雨水排水網の整備や土砂災害を未然に防止する砂防堰堤等の整備、水災害ハザードエリアにおける災害リスクを
考慮した立地適正化計画の作成、住民の被害軽減に向けたソフト対策等を実施する。

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある

：浸水深0.0m～0.5m未満

：浸水深0.5m～1.0m未満

：浸水深1.0m～2.0m未満

：浸水深2.0m～5.0m未満

：浸水深5.0m以上

＜凡　例＞現 在 短 期

※直轄管理区間において、昭和22年8月洪水と同規模の洪水が発生した場合に、氾濫ブロックで被害最大となる1箇所を破堤させた場合の氾濫想定範囲
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工程

短期 中期 中長期

河道掘削・堤防整備等（八戸市街地の家屋浸水を防止） 青森河川国道事務所

気候変動を踏まえた更なる対策を推進 青森河川国道事務所

河道掘削・堤防整備等（馬淵川中・上流域の家屋浸水を防止） 青森県・岩手県

河道掘削・堤防整備等（沿川の家屋浸水を防止） 八戸市・二戸市・八幡平市

雨水排水路の整備、施設の耐水化 八戸市・二戸市　等

砂防堰堤、急傾斜地崩壊防止施設の整備 青森県・岩手県

既存ダムにおける事前放流等の実施・体制構築
青森河川国道事務所

東北農政局・青森県・岩手県

水田貯留（田んぼダム）
東北農政局・青森県
岩手県・流域市町村

森林整備・治山対策
東北森林管理局・青森県

岩手県・森林整備センター

災害リスクを考慮した立地適正化計画の作成 八戸市・二戸市

排水ポンプ車による内水排除作業の実施 八戸市

メディア連携による防災情報の提供 二戸市

避難場所や経路に関する情報の周知
青森県・岩手県

流域市町村

住民の防災意識向上のための取り組み
青森県・岩手県

青森地方気象台・流域市町村

効率的な水防活動の実施及び水防体制の強化
青森県・岩手県

流域市町村

危機管理型水位計、監視カメラの設置・増設
青森河川国道事務所

青森県・岩手県・南部町

防災行政無線の改良 流域市町村

実施主体

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

被害対象を減少
させるための対策

被害の軽減、
早期復旧・復興のための対策

区分 対策内容

八戸市一日市地区

馬淵川中流・熊原川・浅水川、馬淵川上流・安比川

準用河川

気候変動を踏まえた

更なる対策を推進
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馬淵川水系流域治水プロジェクト（案） 【位置図（詳細版）】
～豊かな自然を抱えるふるさとを水害から守る青森と岩手が一体となった治水対策の推進～

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

河道掘削・堤防整備（国）

馬淵川 河道掘削・堤防整備（青森県）

熊原川 河道掘削・堤防整備（青森県）

馬淵川 河道掘削等（岩手県）

安比川 河道掘削等（岩手県）

浅水川 河道掘削・堤防整備（青森県）

砂防事業（青森県・急傾斜）

砂防事業（青森県）

砂防事業（青森県）

砂防事業（青森県・急傾斜）砂防事業（青森県・急傾斜）

砂防事業（青森県）

砂防事業（岩手県・急傾斜）

砂防事業（岩手県）

土橋川護岸整備等（八戸市）

下水道耐水化工事（八戸市）

砂防事業（岩手県）

事前放流等の実施（国、県）

八戸市

排水ポンプ車による内水排除（八戸市）

災害リスクを考慮した立地適正化計画の作成（八戸市）

避難体制等の強化（八戸市）

避難体制等の強化（軽米町）

南部町

避難体制等の強化（南部町）

軽米町

ため池整備（八戸市）

避難体制等の強化（五戸町）

五戸町

避難体制等の強化（新郷村）

新郷村

避難体制等の強化（葛巻町）

葛巻町

避難体制等の強化（三戸町）

三戸町

避難体制等の強化（田子町）

田子町

災害リスクを考慮した立地適正化計画の作成（二戸市）

二戸市

雨水排水路の整備（二戸市）

避難体制等の強化（二戸市）

準用河川河道掘削等（八幡平市）

八幡平市

避難体制等の強化（八幡平市）

避難体制等の強化（一戸町）

一戸町

青森県

岩手県
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砂防事業（青森県）

下水道幹線の整備（八戸市）

砂防事業（青森県・急傾斜）

砂防事業（青森県）

高台等への避難場所の整備・確保（国・南部町）

森林整備・治山対策
（東北森林管理局、青森県、岩手県、森林整備センター）

大志田ダム（農）

夏坂ダム（県）

花木ダム（県）

荒沢３号ダム（県）

荒沢２号ダム（県）

荒沢１号ダム（県）



馬淵川水系流域治水プロジェクト

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 4



実施工程

○河道の断面積の確保や河道安定のため河道掘削及び堤防整備を実施

青森河川国道事務所①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【河川区域での対策】

【一日市地区河道整備】

【一日市地区河道掘削のイメージ】

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により
変更となる場合がある。

具体的な取組み内容

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

洪水氾濫対策 河道掘削・堤防整備 実施中

位置図

馬淵川直轄区間上流に位置する一日市地区の河道掘削と堤防整備を行い、河川整備計画の目標規模である昭和22年8月洪水を安全に流下させる
河道断面を確保します。

【現在の整備状況】河道掘削、堤防整備

堤防整備

河道掘削

5



○広域河川改修事業

青森県

・馬淵川水系馬淵川中流部は、流下能力が極めて低いため、頻繁に洪水氾濫を繰り返しており、特に平成２５年９月の台風１８号による洪水では、これ
まで被害のなかった三戸町市街地で浸水被害が発生する等、甚大な被害が発生しました。

・広域河川改修事業により、築堤、河道整備、橋梁架替等を実施し、地域の安全性の向上を図ります。

【全体計画】
河川名 ：一級河川馬淵川水系馬淵川
事業内容 ：築堤、河道掘削、橋梁 等
施工地 ：南部町、三戸町

事業実施のイメージ

浸水戸数

標準横断図

被害状況 平面図

事業効果

【凡例】

当面事業実施する区間
事業実施済区間（築堤）
今後整備する区間

【凡例】

事業実施中
事業未実施

青森市

位置図

青森県南部町、三戸町

馬淵川水系馬淵川
まべちがわ

なんぶちょう さんのへまち

H25.9.17

発生年月日
浸水面積 浸水家屋数（戸）

（ha） 床上 床下 合計

H16.9.30 432 73 48 137 

H23.9.22 490 185 85 270 

H25.9.16 471 177 86 263 

床下

19戸
0戸

床上

28戸

0

10

20

30

40

50

H25.9洪水 整備後

H.W.L.

A － A’ Ｂ － Ｂ’

D.H.W.L. H.W.L.

なんぶちょう

南部町

さんのへまち

三戸町

広域河川改修事業

三戸町役場

三戸町立図書館
中央公民館

駅前地区

熊原地区

大向地区

門前地区

：H25.9.16出水 浸水範囲

馬淵川航空写真

馬淵川
航空写真

被害状況
写真

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【河川区域での対策】

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 6



○樹木伐採・掘削

青森県

流下阻害や局所洗掘等によって洪水氾濫による著しい被害が生ずる等の河川について、樹木伐採・掘削等の緊急対策を実施し、近年の主要洪水等
に対して氾濫防止を図ります。

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【河川区域での対策】

《馬淵川水系における実施事例》
工事名 馬淵川広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事
工事場所 三戸郡南部町大字剣吉地内

着工前 完成

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○広域河川改修事業

馬淵川上流域及び安比川は、河川断面が狭小で治水安全度が低いため、家屋浸水等の浸水被害が頻発しており、近年では平成18年、平成23年及
び平成25年に大規模な浸水被害が発生していることから、河川改修を行い、浸水被害の軽減を図ります。

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【河川区域での対策】

具体的な取組み内容

＜事業の概要＞
整備内容 ：計画延長 L=16,790m

築堤 V=96,800m3 事業期間 ：平成25年度～
掘削 V=821,200m3 令和37年度
護岸 A=124,700m2 整備目標 ：近年最大洪水対応
橋梁 N=10橋 （H25年９月洪水及びH18年10月洪水）

H25年９月 浸水状況

位置図

岩手県

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
8



実施工程

○土橋川の断面改築による流下能力維持のための整備を実施

八戸市①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【河川区域での対策】

【整備前】

標準断面図-2

具体的な取組み内容

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

洪水氾濫対策
準用河川の整備促
進

実施中

位置図

台風や大雨時等に馬淵川下流部のピーク流量を低減させるため、馬淵川下流に接続する準用河川土橋川の護岸改修及び堆積土砂の浚渫等を行い
河川整備計画の目標規模である平成１３年９月洪水を安全に流下させる河道断面を確保します。

土橋川

護岸改修及び土砂浚渫後の河道断面イメージ

土砂堆積

護岸倒壊

【整備後】

右岸

拡大図

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○準用河川の整備促進

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【河川区域での対策】

・断面が狭小のため浸水被害を繰り返している準用河川の断面を改修し、本来の河川機能を回復する。

二戸市

準用河川おばし川では、過去の床上浸水を始めとする水害を踏まえ、土地区画整理事業の事業進捗に併せ、
全体的な河川区域の見直し、河道断面の適正を図る。

具体的な取組み内容位置図

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

洪水氾濫対策 準用河川の整備促進 実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

10
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流域河川改修事業の実施工程（予定）

○準用河川の流域河川改修事業

八幡平市①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【河川区域での対策】

標準断面図-2

具体的な取組み内容

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

洪水氾濫対策
準用河川の整備促
進

実施中

位置図

市内の準用河川及び普通河川は、過去の台風や大雨等で幾度となく増水し浸水被害を繰り返したため、河道内に土砂堆積や河床洗堀が見られ、今
後想定される大雨等の発生時には、再び浸水被害が発生することから、河川改修事業を実施します。

八幡平市

（現状）市内の準用河川、普通河川
は、台風や大雨等で幾度となく増水
し、浸水被害を繰り返している。

○過去の台風及び大雨等により河
道内に土砂が堆積、あるいは河床
の洗堀が生じている。

○市が管理する５準用河川の河道掘
削と道路横断構造物の整備を行う。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○尻内地区の浸水被害軽減のため下水道雨水幹線の整備を実施

八戸市①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

内水氾濫対策
雨水排水網の新設・
増強

位置図

馬淵川左岸に位置する八戸市大字尻内町(尻内河原地区・八戸駅西地区)の下水道雨水幹線を整備し、尻内地区において過去に発生した大雨による
浸水被害の再度災害防止を図ります。

八戸駅

八戸赤十字病院

根城大橋

長苗代第二
排水樋門

尻内橋

集水区域 約99ha

尻内雨水ポンプ場
(H30.7供用開始)

既設雨水幹線管渠

尻内地区 雨水管渠整備状況

整備検討雨水管渠

放流渠

八戸合同庁舎

西園
小学校

下水道幹線整備

Ｐ

平成14年度以降に
浸水した区域

【八戸市公共下水道事業 尻内地区雨水幹線整備(尻内河原地区)】

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○尻内地区の浸水被害軽減のため下水道雨水幹線の整備を実施

八戸市①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

具体的な取組み内容位置図

馬淵川左岸に位置する八戸市大字尻内町(尻内河原地区・八戸駅西地区)の下水道雨水幹線を整備し、尻内地区において過去に発生した大雨による
浸水被害の再度災害防止を図ります。

下水道幹線整備

【八戸市公共下水道事業 尻内地区雨水幹線整備(駅西地区)】

集水区域 約111.5ha

浅水川

八戸駅

浅水川左岸第四排水区
第4幹線

既設雨水幹線管渠

尻内地区 雨水管渠整備状況

整備検討雨水管渠

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

内水氾濫対策
雨水排水網の新設・
増強

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○排水施設の整備

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

・豪雨時における浸水被害を低減するため、雨水排水基本計画に基づき水路改修を実施。

二戸市

具体的な取組み内容位置図

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

内水氾濫対策 雨水排水網の整備 実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

長嶺・堀野地区は、大雨等の折、度々浸水被害が生じており、水路の機能向上を図るため、断面拡大等を行
い、流下能力の向上を図る。

長嶺・堀野地区計画図（河川台帳抜粋）
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○下水道施設の耐水化計画策定及び工事の検討・実施

八戸市①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

具体的な取組み内容位置図

・下水道施設の浸水による機能停止を防ぐため、耐水化計画の策定、検討・詳細設計等を行った上で耐水化工事を実施します。
集中豪雨時においても施設の揚水機能を維持することで、内水氾濫を防ぎます。

耐水化工事実施 ○令和３年度 耐水化計画策定

※計画には馬淵川流域以外の施設も含まれます。

○令和４年度以降 工事の検討、詳細設計・工事施工

⇒５年程度で受変電設備・ポンプ設備の耐水化を完了し、揚水機能を確保します。

【耐水化事業対象施設 位置図】

【下長雨水ポンプ場 想定浸水範囲】

○想定浸水深 1.80m
※計画規模 ： 100年に一度程度の確率

　汚水中継ポンプ場

※洪水浸水想定区域 ： 計画規模

凡　　　　　　　例

　終末処理場

　雨水ポンプ場

沼 館

尻 内

下 長

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

内水氾濫対策 施設の耐水化 実施予定

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○通常砂防事業

青森県①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○急傾斜地崩壊対策事業

青森県①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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岩手県①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

○通常砂防等事業

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○既存ダムの洪水調節機能強化（馬淵川水系治水協定）

河川管理者・ダム管理者①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

・令和元年１２月に定められた「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」を踏まえ、馬淵川水系にある６ダムと令和２年５月２９日に「治水協
定」を締結しました。

○水害対策に使える容量（６ダム）

締結前０．０％ 締結後４６．７％
（約６２１万ｍ３の増加）

※●：多目的ダム、○：利水ダム

F:治水 N:流水の正常な機能の維持 A:農業用水 W:水道用水 I:工業用水 P:発電

水害対策に
使える容量

基準
降雨量

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

容量
(千m3)

有効貯水
容量に

対する割合

有効貯水
容量に

対する割合
(mm)

〇 大志田 8,600 0 0.0% 1,520 17.7% 17.7% 82

〇 夏坂 770 0 0.0% 770 100.0% 100.0% 102

〇 花木 440 0 0.0% 440 100.0% 100.0% 102

〇 荒沢１号 1,808 0 0.0% 1,808 100.0% 100.0% 108

〇 荒沢２号 690 0 0.0% 690 100.0% 100.0% 108

〇 荒沢３号 985 0 0.0% 985 100.0% 100.0% 108

13,293 0 0.0% 6,213 46.7% 46.7% -合計

ダム名

有効貯水
容量

(千m３)

洪水調節容量 洪水調節可能容量

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく 「協議の場」

【構成員】
〇河川管理者
・国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
・青森県県土整備部
・岩手県県土整備部

〇ダム管理者
・農林水産省東北農政局北上土地改良調査管理事務所
・青森県農林水産部
・岩手県農林水産部

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

流水の貯留機
能の拡大

既存ダムにおけ
る事前放流等の
実施・体制構築

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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流域の雨水貯留機能の向上 －田んぼダム・ため池－

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

具体的な取組み内容

・田んぼダム：水田の排水口への堰板の設置等による流出抑制によって下流域の湛水被害リスクを低減。

農業者が地域共同で取り組む「田んぼダム」の取組を農林水産省の多面的機能支払交付金により支援。

・た め 池 ：農業用ため池が有する洪水調節機能の活用。

北奥羽土地改良調査
管理事務所

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○農業用ため池及び調整池の維持管理による雨水貯留機能の確保

八戸市①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

【整備前】

具体的な取組み内容位置図

台風や大雨時等に馬淵川の流量を低減させるため、大仏ため池、売場ため池等、近隣の農業用ため池の堆積土砂浚渫や草刈りを行い、雨水貯留機
能を確保します。

大仏ため池における土砂堆積（平均1.2m）

大仏ため池

売場ため池

※対策実施中及び対策予定のため池を表示。今後の検討により変更の可能性あり

【整備後】

土砂浚渫により雨水貯留機能を確保

拡大図

根城ため池

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

流域の雨水貯留機能
の向上

ため池やクリークを
活用した貯留

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○民有林（保安林）において森林整備や治山施設の整備を実施

青森県①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

【地すべり防止工】【山腹工】

【渓間工】【植栽及び本数調整伐】

三八上北地域森林計画
前半５カ年

(令和2年4月1日～令和7年3月31日）

森林計画抜粋【治山事業の実施に関する方針】

　森林の維持造成を通じて、自然災害から地域住民の生命・財産を守り、県土
の保全を図るため、緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象とし
て、植栽及び本数調整伐等の保安林の整備並びに渓間工、山腹工等の治山施設
の整備を行うこととします。

【山地治山】

　森林整備（植栽・本数調整伐等）　　　６箇所

　渓間工（ダム・流路等）　　　　　　１１箇所

　山腹工（土留・法枠等・緑化等）　　　６箇所

　地すべり防止工（集水井等）　　　　　２箇所

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○森林整備・治山対策の推進

二戸市の重要な水源である織詰地区において、荒廃森林の整備や治山ダムの整備により、水源かん養機能の維持向上と下流域への土砂、流木の流
出を軽減する（個別事例）。

位置図 具体的な取組み内容

実施工程

（現状）

〇当該地区の森林は水源かん養保安
林であるが、過密化、林床植生の減少
により、森林の保水機能の低下が懸念。

○森林内の渓流は渓岸侵食など荒廃が
進行しており、下流域へ土砂が流出。

（対策）
○治山ダムの設置（済）
○渓流流域内の森林整備等を実施

（保育作業を継続中）

岩手県

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

流域の雨水貯
留機能の向上

森林保全等の治
山対策による流
出抑制・流木対
策

実施中

◎渓流の状況
・渓岸侵食が進行

・流木化が懸念される
倒木等が多数存在

◎対策工
治山ダム設置

二戸市

治山ダム整備、森林整備

取組のイメージ

※林野庁資料より流用

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

具体的な取組み内容

馬淵川

国有林野施業実施計画

事業区分 三八上北森林計画区
（R2年度～R6年度）

治 山

渓間工 28箇所
山腹工 5箇所
集水井工 2箇所
保安林整備 470ha

森林整備

間伐 8,606ha
更新（造林） 1,552ha
保育（下刈） 2,170ha

（除伐） 517ha
林道（開設） 8,940ｍ

（改良） 40ｍ

【森林整備：間伐】

【森林整備：林道（開設）】

【治山：渓間工（治山ダム）】

【治山：山腹工】

馬淵川流域における国有林の森林整備・治山対策の推進

三八上北森林計画区内の国有林は、三八上北森林管理署が管理経営を行っており、森林の有する土砂流出防止機能や水源涵養機能等の適切な発揮
に向けて各種事業を行っています。

三八上北森林管理 ◉

国有林

※令和７年度以降の事業量は、
実施計画確定後に掲上する。

位置図

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

流域の雨水貯
留機能の向上

森林保全等の治山
対策による流出抑
制・流木対策

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

林野庁 三八上北森林管理署
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①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

具体的な取組み内容

【森林整備：間伐】

【森林整備：林道（開設）】

【治山：渓間工（治山ダム）】

【治山：山腹工】

馬淵川流域における国有林の森林整備・治山対策の推進

馬淵川上流森林計画区内の国有林は、岩手北部森林管理署が管理経営を行っており、森林の有する土砂流出防止機能や水源涵養機能等の適切な発
揮に向けて各種事業を行っています。

馬淵川 国有林野施業実施計画

事業区分 馬淵川上流森林計画区
（R1年度～R5年度）

治 山

渓間工 24箇所
山腹工 7箇所
地すべり防止工 7箇所
保安林整備 9ha

森林整備

間伐 6,803ha
更新（造林） 1,770ha
保育（下刈） 2,606ha

（除伐） 364ha
林道（開設） 13,000ｍ

岩手北部森林管理 ◉

国有林

※令和６年度以降の事業量は、
実施計画確定後に掲上する。

位置図

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

流域の雨水貯
留機能の向上

森林保全等の治山
対策による流出抑
制・流木対策

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

林野庁 岩手北部森林管理署
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○水源林造成事業による森林の整備・保全

（国研）森林研究・整備機構
森林整備センター①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【集水域での対策】

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

流域の雨水貯留機能
の向上

森林保全等の治山対策に
よる流出抑制・流木対策

位置図

馬淵川流域内の水源林造成事業地において除間伐等の適切な森林整備を実施することにより、土砂流出防止や水源涵養機能
等森林の有する公益的機能の維持増進を図ります。

間伐実施前 間伐実施後

森林整備実施イメージ

針交混交林 育成複層林

水源林の整備

馬淵川流域

水源林造成事業地

馬淵川

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によって
は適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森
林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。

・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成
長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流
域治水を強化促進します。
・馬淵川流域における水源林造成事業地は、約100箇所（森林面積 約2,800ha）であり、流

域治水に資する除間伐等の森林整備を計画的に実施していきます。（令和３年度において
は、約300haの森林整備を予定。）

実施中

岩手県

青森県

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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馬淵川水系流域治水プロジェクト

②被害対象を減少させるための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
27



〇立地適正化計画における居住誘導区域の見直し（検討予定）

八戸市②被害対象を減少させるための対策

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

水災害ハザードエリアに
おける土地利用・住まい
方の工夫

災害リスクを考慮した
立地適正化計画の見
直し

位置図 馬淵川浸水想定区域と居住誘導区域

立地適正化計画の見直し

令和2年9月、改正都市再生特別措置法が施行され、災害に強いまちづくりの実現のため、立地適正化計画に防災指針を位置づけることとなった。また、令和2年3月、市内
全域における洪水ハザードマップ（想定最大規模）が公表され、居住誘導区域の約3割が浸水想定区域（河川）に含まれることが判明したため、今後、立地適正化計画の見直

しにおいて、新たに防災指針の策定及び居住誘導区域の見直しを検討する。

（予定）
〇立地適正化計画の見直し
・防災指針の策定（新規）

→R2年度末に公表される先行モデ
ル都市の事例を参考に、リスク
分析、 課題の抽出、取組方針等
を検討

→未反映の浸水想定区域（L2規模）
を反映

→居住誘導区域の見直し検討

（現状）

居住誘導区域の設定において、浸水想

定区域（河川）を一部除外

・立地適正化計画策定後に公表された、
新井田川、浅水川、奥入瀬川、五戸川
の浸水想定区域（L2規模）が、未反映

・立地適正化計画における防災面の強
化

検討予定

※具体的な取組内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○災害リスクを考慮した立地適正化計画の作成

②被害対象を減少させるための対策

・令和２年度末に、居住誘導区域・都市機能誘導区域から浸水想定区域を除外した、立地適正化計画を新規に策定予定。

二戸市

災害リスクの抽出・分析を行い、想定最大規模の浸水想定区域、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域を
除外した居住誘導区域・都市機能誘導区域を設定。令和３年３月に立地適正化計画を公表予定。

浸水想定区域（L2）の範囲 居住誘導区域（案)

具体的な取組み内容位置図

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

水災害ハザードエリアにおける
土地利用・住まい方の工夫

災害リスクを考慮した立
地適正化計画の作成 検討中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○道路高架区間等の緊急避難場所としての活用

青森河川国道事務所・南部町②被害対象を減少させるための対策

・洪水の浸水想定より高い道路区間を抽出し、洪水時の緊急避難場所として活用していくために、避難施設等の整備に向けて自治体と調整を開始。
・馬淵川流域では、南部町に位置する国道4号において避難路等の整備を実施。

対策イメージ位置図

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

水災害ハザードエリアにおける
土地利用・住まい方の工夫

高台等への避難場所の
整備・確保 実施予定

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

●

避難施設整備

30



〇排水ポンプ車を購入し内水排除作業を実施

八戸市②被害対象を減少させるための対策

具体的な取組み内容位置図

内水排除作業場所

内水排除作業場所

H29.10.23 台風22号 出動

【 内 水 排 除 作 業 状 況 】

馬淵川

【 作 業 場 所 位 置 図 】 【 内 水 排 除 訓 練 状 況 】

内水排除訓練場所

雨水管渠未整備地域を排水ポンプ車による内水排除作業により、住居の床下、床上浸水、道路冠水などの浸水被害を防ぎます。

下長雨水ポンプ場

馬
淵
川

小待排水樋門

排水ポンプ車仕様

総排水量 30m³／min級
全揚程 8m
排水運転時間 連続運転時間48時間程度
ポンプ 水中モーター駆動ポンプ

(口径φ250mm) 4台

下長雨水ポンプ場

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

浸水範囲の限定・氾濫
水の制御

排水ポンプ車の配備 実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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馬淵川水系流域治水プロジェクト

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 32



○防災ラジオとスマホ（SNS)等を活用した、メディアとの連携による防災情報の提供

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

防災行政無線のデジタル化更新工事に併せ、屋外拡声子局（屋外スピーカー）以外の、防災ラジオやスマホ等へのSNS・メール配信を利用した通知な
ど屋内向け情報伝達手段を整備し、災害時における住民への情報提供方法の多様化を図っています。

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

メディアと連携に
よる防災情報の
提供

具体的な取組み内容

二戸市

【防災ラジオ】

〇防災ラジオによる放送内容
・Ｊアラート等の緊急情報

（気象特別警報・土砂災害警戒情報 等）
・二戸市からの避難情報

（高齢者等避難開始・避難勧告 等）
・消防システム連携による火災発生情報
・市等からの行政情報 ※

○防災ラジオによる放送方法
・事案発生時に、屋外拡声子局と連動して、

合成音声による割り込み放送が自動配信
される

・上記放送内容の内、※印の内容について
は、地域コミュニティ放送局である「カシオ
ペアＦＭ」の番組内で放送予定

〇スマホ等へのＳＮＳ・メール配信による通知
・スマートフォン向けアプリの「ＬＩＮＥ」と、登録制メール配信サービス「いわてモバイルメール」

による、防災行政無線で放送した内容の通知サービスを行う（予定）

【屋内向け情報伝達方法の概要】

【スマートフォン・携帯電話】

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○まるごとまちごとハザードマップ標識の設置

八戸市③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
避難場所や経路に関
する情報の周知

位置図

台風や大雨時等における洪水被害の軽減を目的として、市内の公共施設や商業施設等へ洪水時に予想される浸水深さや避難場所の情報を取得でき
る標識の設置を行い、洪水リスクや避難場所等を周知します。

新井田川水防センターイオン八戸田向店

ＪＲ八戸駅

ＪＲ長苗代駅

島守市民サービスセンター
新井田川水辺の楽校

馬
淵
川

新
井
田
川

八戸港

【設置イメージ（JR長苗代駅）】

※設置箇所や盤面は今後の調査等により変更する場合があります。

【盤面イメージ】

（地上から約3ⅿ地点に設置） （地上から約1.4ⅿ地点に設置）

実施中 34



〇ため池ハザードマップの作成及び関連地域への周知

八戸市③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
避難場所や経路に関
する情報の周知

位置図

台風や大雨時等における洪水被害の軽減を目的として、防災重点農業用ため池が決壊した場合に想定される浸水区域や周辺の避難場所等を内容と
した、ため池ハザードマップの作成・配布を行い、洪水リスクや避難場所等を周知します。

板橋ため池

坂牛ため池

寺地ため池

河原木小田ため池

市野沢ため池

馬
淵
川

新
井
田
川

八戸港

大仏ため池

【ため池ハザードマップのイメージ】

※市内の防災重点農業用ため池（令和２年９月時点）

※資料：青森市（浅虫地区のため池ハザードマップ）

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

実施中 35



○要配慮者利用施設の避難確保計画作成の支援

国・県・流域市町村③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

要配慮者利用施設の『避難確保計画の作成』及び『避難訓練』が義務化

国土交通省、都道府県等

河川が氾濫した場合等に浸水が想定される区域を
洪水浸水想定区域等として指定

（水防法第14条等）

市町村

地域防災計画に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確
保を図る必要がある浸水想定区域内の要配慮者利用
施設を記載するとともに当該施設への洪水予報等の
伝達方法を記載

（水防法第15条）

要配慮者利用施設の管理者等

避難確保計画の作成、訓練の実施（義務）
自衛水防組織の設置（努力義務）

（水防法第15条の3）

○国土交通省による避難確保計画の作成支援方策

要配慮者利用施設における確実な避難確保に向け、避難確保計画の作成率の向
上と内容の充実を支援する観点から、平成29年6月に現行の手引き（案）を補足す

る簡易作成支援ツールとして「手引き（別冊）」を公開しています。その他、「計画の
ひな形」、「計画作成のための事例集」、「避難計画点検マニュアル」等を国土交通
省ＨＰに公表しています。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○要配慮者利用施設による避難確保計画作成の支援

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

避難場所や経路
に関する情報の
周知

具体的な取組み内容

八戸市

大雨時の洪水被害の軽減を目的として、浸水想定区域に位置する要配慮者利用施設の避難確保計画作成を促進するため、関係部局と連携し、マ
ニュアルの作成や個別相談への対応などを行い、要配慮者利用施設に対して計画作成を支援します。

○庁内関係課による連絡会を設立。（平成29年度～）

・防災担当課、河川担当課、施設を所管する関係課で構成する「庁内関係課連絡会」を
設け、情報共有を行うとともに、計画作成支援に係る役割分担を明確にし、市として統一
的な方針・目標を設定。

○避難確保計画作成マニュアル（八戸市版）及びチェックリストを作成。

【構成メンバー】 ・防災危機管理課 ・港湾河川課
・福祉部局（施設所管課） ・保健部局（施設所管課）
・教育委員会（学校所管課）

【要配慮者利用施設に係る庁内関係課連絡会の様子】

R2年1月25日時点の報告率 約60％（235施設中144施設）

○市ホームページに避難確保計画作成支援のための情報を掲載。
電話などにより要配慮者利用施設からの相談に対応。

今後は、R3年12月までに報告率100％達成することを目標に、
未作成施設への指導を実施していく予定。

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○ 浸水想定区域の対象となった要配慮者利用施設の避難確保計画作成を支援

南 部 町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

想定最大規模での浸水想定により、新たに浸水想定区域の対象となった「要配慮者利用施設」の避難確保計画作成を支援していく。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○要配慮者利用施設避難確保計画の作成支援

葛巻町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
避難場所や経路に関
する情報の周知

位置図

浸水想定区域に位置する要配慮者利用施設のうち、避難確保計画が未策定の施設の計画作成を支援します。

【目標】 令和３年度末までに「策定率100％」の達成を目指す

避難確保計画の策定状況（R3年1月現在）
策定率 40.0％ ＜策定済＞ ４施設 （小学校３施設、中学校１施設）

＜未策定＞ ６施設 （高齢者福祉施設１施設、
保育園３施設、病院２施設

小学校避難訓練 高齢者福祉施設避難訓練

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○避難場所や経路について市町村からの問合せ等に対する助言等

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 青森県

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
避難場所や経路に関
する情報の周知

位置図

【広域避難の必要性に係る検討への助言等】
青森県内の流域市町村に対し実施

市町村域を越える広域避難の必要性について助言等を行い、広域避難が必要な場合、避難側と受入側の市町村の調整等を実施。

馬淵川

新井田川

五戸川

八戸市洪水ハザードマップを引用

避難の方向案

～検討の流れ（案）～

• 広域避難の対象となる区域の抽出（域内
避難と域外避難の検討）

• 広域避難の対象となる世帯（人数）の把握

• 市町村域を越える避難が必要か判断

• 避難先の選定、他市町村との調整

域内避難：浸水区域内での立退き避難及び屋
内安全確保
域外避難：浸水区域外への立退き避難

※馬淵川周辺の河川においても洪水が発生
する可能性について考慮が必要

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○講習会等による住民の防災教育や防災知識の普及促進

国・県・流域市町村③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

出前講座

2018.11.2 11.8 11.20八戸市立明治小学校

国土交通省（河川国道事務所・地方気象台）では文部科学省（教育委
員会・小学校）と連携し、自然災害から命を守るためには、一人一人が
災害時において適切な避難行動をとる能力が必要であり、幼少期から
の防災教育が重要であることから、防災教育の充実・強化について取り
組んでいます。

防災知識の普及促進

青森県では災害が起きた時にどうやって自分の命を守るのか、今から
どうやって災害に備えたらよいのかなどについて分かりやすくまとめた防
災ブックを作成しています。

学校で授業を行う先生方をはじめ、皆様に防災教育に取り組んでいただく際に 役立つ情

報・コンテンツとして、国土交通省の最新の取組内容や授業で使用できる教材例・防災教
育の事例などを紹介しています。

小学生向け動画
「小学校５年理科 流れる水の働きと土地の変化」

教員のための
防災教育ブックレット

先生向け動画
「防災教育授業の実践例 〜小学生 社会・理科〜」

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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〇住民の防災意識向上のための防災講和や防災訓練、マイタイムライン作成講習会の実施

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

住民の防災意識
向上のための取
り組み

具体的な取組み内容

八戸市

・学校や自主防災会等に対し、防災講話や訓練等を実施
・水防団員（消防団員）を対象としたマイタイムライン作成講習会の開催を企画

〇馬淵川周辺の水防団
員（消防団員）を対象に、
避難行動のタイミングや
マイタイムラインの作成
方法等について学ぶ講
習会の開催を企画。

※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、今年度企画してい
た講習会については中止。

〇小中学校や自
主防災組織からの
依頼を受け、随時
防災講話を実施。

〇小中学校の先
生や自主防災組
織等の方々を対象
に、避難所運営
ゲーム（HUG）等
の訓練を実施。

【防災講話の様子】

【防災訓練（HUG)の様子】

防災講話や防災訓練の実施 マイタイムライン作成講習会の実施

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○総合防災訓練等による住民の防災意識の向上及び防災知識の普及促進

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・町を旧町村単位の４地区に分け、隔年で会場を持ち回り、総合防災訓練を実施

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

避難場所や経路
に関する情報の
周知

具体的な取組み内容

三戸町

【位置図】

防災関係機関及び民間協力団体ならびに地域住民の参加連携の
もと、各種訓練を実施することにより、迅速かつ的確な災害応急対策
を確立するとともに、地域住民の防災意識の向上と防災知識の普及
促進を図るもの

【これまでの主な訓練内容】
・災害対策対応訓練
・住民避難誘導訓練
・救急救護、避難所運営訓練
・炊き出し訓練
・住民による初期対応訓練 等

【前回訓練の様子】

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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〇防災マップを活用して自主防災組織や自治会等を対象とした研修会の実施

五戸町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容位置図

「ごのへ防災マップ」を作成して全戸へ配布するとともに、自主防災組織や自治会等を対象として想定最大規模の洪水浸水想定区域を踏まえたマイ・タ
イムラインの有効性や作成に関する研修会を行い、住民の防災意識向上を図ります。

作成した「ごのへ防災マップ」

県が公表した浅水川と五戸川が氾濫し
た場合に想定される最大規模の浸水想定
区域や土砂災害警戒区域等の情報を示し
た総合的な防災マップを作成し、町内全
戸へ配布しました。
今後は、自主防災組織や自治会等を対

象として、「ごのへ防災マップ」を活用
したマイ・タイムラインの有効性や作成
に関する研修会を行い、住民の防災意識
の向上を図ります。

【「ごのへ防災マップ」の作成（令和２年度） 】

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
住民の防災意識向上
のための取り組み

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○防災マップの更新を行い、全戸配布及び防災マップを活用し防災知識の普及促進を図る。自主防災体験研修会の開催

田子町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

災害図上訓練ＤＩＧ：各地区の住宅地図を利用し実施

自治会及び自主防災会を対象に、防災に係る基礎知識の習得、防災活動の参考となる事項の確認等を目的とし、講師による講演・災害図上
訓練ＤＩＧを実施。
最新の浸水想定区域（想定最大規模）等を反映したハザードマップの作成。土砂災害危険箇所と洪水ハザードマップ、地震ハザードマップ

等を示した「田子町防災マップ」を作成中。地域での日ごろからの備えとしての参考に活用。

田子町防災マップ表紙

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
住民の防災意識向
上のための取り組み

実施中

位置図
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○総合防災訓練による住民の防災意識の向上、防災マップを活用し防災知識の普及促進を図る

新郷村③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容位置図

・総合防災訓練の実施
・防災マップを作成し全戸配布

○総合防災訓練の実施

【主な訓練内容】
・災害対策本部設置運営訓練
・住民の避難誘導訓練
・避難所運営訓練
・土のう作製訓練
・炊き出し訓練 等

○防災マップの作成
最新の想定最大規模浸水想定区域等を反映させたハザードマップと、土砂
災害危険箇所等を示した「新郷村防災マップ」を作成。（令和２年度）

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
住民の防災意識向
上のための取り組み

実施中 46



○住民の防災意識向上のため職員出前講座を実施

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

市内の小・中学校や、町内会（自治会）・社会福祉協議会等の各種団体、要配慮者利用施設や民生児童委員等を対象とした防災出前講座を行い、住
民への防災知識の普及や防災意識向上に努めています。

具体的な取組み内容

二戸市

【中学生による応急搬送訓練】【小学生への防災講話】 【住民への防災グッズ作成指導】

【防災出前講座】
〇講師・説明者

・防災担当職員
・二戸市防災士連絡協議会員

○受講者（令和元年度）
・市内小・中学校
・各地域の町内会・自治会・婦人会等
・二戸市社会福祉協議会
・障がい者就労支援事業所
・各地域の民生児童委員協議会 等

〇講座内容（主なもの）
・災害と防災
・二戸市における過去の災害
・防災マップの活用
・自助・共助・公助について
・災害時（避難時）の注意事項
・災害時における身近な物の活用
・日常での備え（備蓄等）について
・二戸市地域防災計画について
・民生児童委員に期待される役割 等

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

住民の防災意識
向上のための取
り組み

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○防災マップの更新

八幡平市

平成30年に松川における洪水浸水想定区域（想定最大規模）が公表されたことに伴い、防災マップを更新するとともに住民への周知並びに自主防災
の取組促進を行う。

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

（現状）防災マップには平成25年9月豪雨に
よる浸水域を掲載している

○洪水浸水想定区域（想定最大規模）を掲
載し注意喚起する必要がある

○防災マップの更新
○全戸配布による住民への周知

○出前講座等を開催し、より理解を深めると
ともに自主防災の取組を推進する

防災マップの更新の実施工程（予定）

取組項目 対策内容

工程

短期 中期 中長期

避難体制等の強化
住民の防災意識向上

のための取り組み

位置図

防災マップへの洪水
浸水想定区域（想定
最大規模）の追加

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○水害避難訓練の実施や指定区域での説明会・勉強会等の開催

葛巻町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
住民の防災意識向
上のための取り組み

位置図

定期的に水害避難訓練を実施するとともに、浸水想定区域での住民説明会や勉強会を開催し、地域住民の防災意識の向上を図ります。

水害避難訓練 水防訓練

１ 水害避難訓練の実施
各地区や施設等において、定期的に避難訓練や避難所運営訓練を実施する

２ 浸水想定区域における住民説明会・勉強会の開催
「防災ハザードマップ」等を活用して、浸水想定区域を周知するとともに、災害

発生時の避難行動について再確認する機会を設定する

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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〇防災講演会の実施（災害時における行動の知識習得と防災マップを活用した危険箇所の周知）

軽米町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
住民の防災意識向
上のための取り組み

位置図

・自主防災の組織率を高めるため、結成・未結成を問わず、すべての地域リーダーを対象とした防災講演会を開催するとともに、防災マップの活用につ
いて啓発する。

システム概要

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

【消防署員や防災士による講演会等】
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○危機管理型水位計、簡易型河川監視用カメラ、水位周知河川の追加、洪水浸水想定区域の公表、出前講座等の実施

青森県③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○住民の防災意識向上のため防災全般に関する出前講座を実施

青森県③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
住民の防災意識向
上のための取り組み

位置図

市町村等の要望に応じて防災全般に関する出前講座を実施、あおもりおまもり手帳の内容を中心に説明することで、防災に関する知識の普及を行う。

【あおもりおまもり手帳及び出前講座の資料】 【出前講座の開催状況】
青森県内の馬淵川流域の町内会や企業、学校などで実施

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討
等により変更となる場合がある。
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③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

住民の防災意識
向上のための取
り組み

具体的な取組み内容

青森県

•洪水浸水想定区域内で自主防災組織が未設立の地域において、早期設立を促進するため、住民向けの啓発・支援を実施。
•自主防災組織設立に係る制度面・メリットの周知、マイタイムラインの活用による防災情報の収集・避難行動の啓発

○自主防災組織設立状況（空白部分が未設立地域）

○災害リスクエリアマップ（国土交通省）

・上記の災害リスクエリアに該当する地域で
あっても、自主防災組織が設立されていない
（岩木川流域など）

⇒該当地域において風水害に備えた防災行動
を啓発することで、逃げ遅れ等による人的被
害の軽減を目指す

○R3以降の自主防災体験研修会（住民向け研修会）のイメージ
①自主防災組織の必要性に関する講演

②地域に起こり得る災害を知る
（地図を使った演習）

③避難のタイミング等を考える（マイ・タイムラインの活用）

○洪水浸水想定区域における自主防災組織の設立・活動促進

実災害で被害が想定される区域において、自主防災組織の設立や活動促進を重点的に働きかけることで、逃げ遅れ等による人的被害の軽減を目指
す。

実施予定
※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等
により変更となる場合がある。
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青森地方気象台③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

対策により期待すること
・気象情報等を適切に使い、的確なタイミングで体制の
強化を図る。

・避難の判断を実施できるようになるための、基本的な
考え方を理解し、その重要性を認識する。

対策による効果等
・関係機関からの情報や、自ら収集した情報等により、
的確に判断を行い、躊躇することなく避難勧告等を発令
し、速やかに住民等に伝える。

概要写真

○平時における気象解説等の充実

市町村の防災担当者へのワークショップ・気象防災対応シミュレーションツールを用いた研修、市町村が実施する訓練に積極的に協力。

期待する効果等

概要

実施工程

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

住民の防災意識
向上のための取
り組み

実施中
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〇水防活動用品（ライフジャケット）の整備

五戸町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容位置図

近年多発している大雨災害に対して、五戸町消防団員が河川巡視活動等を安全に行うための資機材等を整備し、水防体制の強化を図ります。

水防活動のためのライフジャケット

近年大雨による災害
が全国的に発生してお
り、人命を脅かすもの
となっています。

その際、河川氾濫が
危惧される場所での巡
視活動を安全に行うた
めに消防団へライフ
ジャケットを配備し、
水防体制の強化を図り
ました。

【ライフジャケットの配備（令和２年度）】

※消防団設備整備費補助金（消防団救助能力向上資機材近習整備事業）活用

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
効果的な水防活動の実施
及び水防体制の強化 実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○浸水想定区域にある役場庁舎を高台へ統合移転し、防災機能の強化を図る。

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

現在の庁舎は本庁舎、分庁舎ともに浸水想定区域に立地しているため、新庁舎を高台へ統合移転し、防災拠点の機能強化を図ります。

南 部 町

具体的な取組み内容

南部分庁舎

本庁舎
本庁舎と南部分庁舎を統合した
新庁舎を建設中
令和３年８月 業務開始予定

新庁舎

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○危機管理型水位計、簡易型監視カメラの設置

水位観測体制の強化を図るため、危機管理型水位計の整備を進めています。
切迫性のあるわかりやすい河川情報や危険情報を提供するため、簡易型監視カメラの設置をなどの対策を行っています。

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 国・県・流域市町村

危機管理型水位計設置箇所の選定基準

ア）通常の水位計も含め、各河川に１箇所以上設置
イ）通常の水位計も含め、約10ｋｍに１箇所設置
ウ）市街地・集落等を形成している箇所
エ）ダム上流等、住家がない河川は対象外

〇長期メンテナンスフリー（無給電で５年以上稼働）
〇省スペース（小型化）（橋梁等へ容易に設置が可能）
〇初期コストの低減

（洪水時のみの水位観測により、機器の小型化や電池及び通信機器
等の技術開発によるコスト低減）

（機器設置費用は、100万円/台以下）
〇維持管理コストの低減

（洪水時のみに特化した水位観測によりデータ量を低減し、IoT技術と
あわせ通信コスト縮減）

危機管理型水位計の特徴

危機管理型水位計の設置目的

洪水時の水位観測に特化した低コストな水位計を開発することで、これまで水
位計の無かった河川や地先レベルでのきめ細やかな水位把握が必要な河川
への水位計の普及を促進し、水位観測網の充実を図る。

簡易型監視カメラの設置目的

リアリティーのある河川状況を伝えることで、豪雨時などにおける住民の適切
な避難判断を促すことが目的。

簡易型監視カメラは、従来型のCCTVカメラとは異なり無線式が選択でき、電
源や通信ケーブルが不要となるため、設置できる場所が拡大した。

従来型にあるようなズーム・首振り機能を外し、1台30万円程度と低コスト化
を図り、中小河川への普及を促進する。

カメラで撮影した静止画像は、専用サイト「川の水位情報」で公開されている。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○浸水想定区域付近に河川監視カメラを設置し、町ＨＰで情報提供を実施

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

町内３カ所に監視カメラを設置し、町ホームページからリアルタイムで河川の状況を情報提供しています。

具体的な取組み内容

南 部 町

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○防災行政無線の改良

防災行政無線とは、地域住民等に対して、緊急時の気象情報及び災害情報等について、適確かつ迅速な伝達を行い、確実な情報を周知するとともに、
平常時には行政からの防災等に関わるお知らせを行う災害情報伝達の非常に有効な手段となっています。

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 流域市町村

これからの防災行政無線に必要とされる機能

1. 災害時に強い回線であり、信頼性のあるシステムであること

大規模災害時において、停電や携帯電話等の情報伝達網が不通の際にも、
確実に情報を伝達できる設備が必要とされる。

2. 安否確認、避難・被害状況が容易に把握できる「双方向通信」であること
避難所、避難場所及び孤立が予想される地域で、携帯電話や有線などの各

種情報伝達網が途切れた場合に、安否確認や避難・被害情報を取得するため、
双方向による通信手段が必要とされる。

3. 即座に放送でき、緊急度、重要度が伝わる音声であること
突発的な災害状況に対して、即座に放送できる迅速性、刻一刻と状況が変

わる中、臨機応変に対応できる柔軟性及び起伏や緩急などの変化をつけ、感
情の機微を出すことで、より緊迫感が伝わるような放送が必要とされる。

4. 総合防災情報システム等の他のシステムと親和性が高いこと
防災情報システム等との他のシステムとの各種情報データの伝送・蓄積・加

工が容易な設備が必要とされる。

総務省「周波数再編アクションプラン（平成27年10月改定版）」より抜粋。
・基本的な方針

アナログ防災行政無線については、デジタル方式への移行を推進。
・具体的な取組

市町村防災行政無線については、できる限り早期にデジタル化を図る。

国の方針

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○防災行政無線の改良

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・防災行政無線のデジタル化への更新を実施

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

防災行政無線の
改良

具体的な取組み内容

三戸町

【位置図】

【現状】

昭和６２年度運用開始。平成２１年度に一部デジタル化し、現在は
アナログ・デジタルの併用型設備として運用中。

・親局設備 １
・中継局設備 １
・屋外拡声子局設備 ７３
・個別受信機 ２１０

【今後の方針】

既存防災行政無線設備をデジタル化するとともに、より効果的な情
報伝達手段となるよう更新を進める。

令和２年度 設計業務 令和３年度～４年度 更新等工事

【既存設備】

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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○防災行政無線を計画的に更新

田子町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・移動系無線機を新スプリアス規格への対応機器とするため、計画的に更新を進めている。
・緊急告知放送（有線音声放送）の維持管理。

位置図

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
防災行政無線の改
良

実施中 61

更新中の携帯用無線機

防災行政無線（同報系）は廃止し、緊急告知放送（光ファイバ網を

活用した有線音声放送）を運用中。

【田子町の緊急告知放送施設】H22年度より運用開始

・親局設備 1式

・屋外放送設備 32基

・音声告知端末は全世帯に配布

難聴地区解消のため、屋外放送設備設置工事を実施し、災害に関す

る各種情報の伝達手段の充実を図っている。

音声告知端末



○防災行政無線のデジタル化更新工事を実施

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

防災行政無線のデジタル化更新工事において、高性能スピーカーの設置により子局数を削減することで導入・維持費用を圧縮するとともに、屋外拡声
子局以外の屋内向け情報伝達手段を整備し、災害時における住民への情報提供方法の多様化を図っています。

具体的な取組み内容

二戸市

［更新後：高性能スピーカー] ［更新前：従来のスピーカー］

【屋外拡声子局の音達シミュレーション】
※イメージ

注）図は計画途中のもの

【屋外拡声子局の更新】

【屋外拡声子局の更新】
○子局の箇所数

・更新前 １０９局 → 更新後 ７３局
（局数は予定数）

○放送の変更点
・現状：肉声による放送 →

更新後：原則として合成音声による放送

【放送聞き直しサービス】

〇防災行政無線で放送した内容を電話で聞き直せるサービスを開始
・放送内容は２４時間保存され、新しいものから順に電話で聞くことができる
・屋外拡声子局と同様に、合成音声による自動放送が配信される
・サービス専用の電話番号を２回線分整備した

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の
強化

防災行政無線の
改良 実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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〇 防災行政無線の改良

一戸町③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

具体的な取組み内容

実施工程

取組項目 対策内容

工 程

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

避難体制等の強化
防災行政無線の改
良

位置図

・令和２年度に防災行政無線のデジタル化更新工事を実施することにより、災害時に通信の輻輳などで電話や携帯電話が使用できない状況でも通信手
段を確保します。

システム概要

防災行政無線デジタル化（町内全域カバー）

実施中

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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プロジェクト一覧表（１／２）

主な取組メニュー 主な取組項目 対策メニュー 実施主体 短期 中期 中長期

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす
ための対策

洪水氾濫対策 河道掘削、堤防整備等 国・県・市町村

内水氾濫対策
雨水排水網の整備 市町村

施設の耐水化 市町村

土砂災害対策
砂防堰堤、急傾斜地崩壊防止施設
の整備

県

流水の貯留機能
の拡大

既存ダムにおける事前放流等の実
施・体制構築

国・県

流域の雨水貯留
機能の向上

雨水貯留施設（田んぼダム・ため
池）

市町村

ため池及び調整池の維持管理によ
る雨水貯留機能の確保

市町村

森林整備・治山対策 国・県

被害対象を減
少させるための
対策

水災害ハザードエ
リアにおける土地
利用・住まい方の
工夫

災害リスクを考慮した立地適正化
計画の作成

市町村

高台等への避難場所の整備・確保 国

早期復旧・復興の
体制強化

排水ポンプ車の配備 市町村

馬淵川水系流域治水プロジェクト（案） 【参考資料】
～豊かな自然を抱えるふるさとを水害から守る青森と岩手が一体となった治水対策の推進～

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
また、具体的な対策内容についても、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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プロジェクト一覧表（２／２）

主な取組メニュー 主な取組項目 対策メニュー 実施主体 短期 中期 中長期

被害の軽減、早
期復旧・復興の
ための対策

避難体制等の強
化

メディアと連携による防災情報の提
供

市町村

まるごとまちごとハザードマップ標
識の設置

市町村

ため池ハザードマップの作成及び
周知

市町村

要配慮者利用施設の避難確保計
画作成の支援

市町村

広域避難体制の構築 市町村

講習会等による住民の防災教育や
防災知識の普及促進

国・県・市町村

ホットラインの構築 国・県・市町村

危機管理型水位計設置・簡易型河
川監視カメラの設置

国・県・市町村

防災行政無線の改良 市町村

洪水浸水想定区域の公表 県

洪水ハザードマップの作成・周知 市町村

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
また、具体的な対策内容についても、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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馬淵川水系流域治水プロジェクト

④市町村の実情に応じた減災の取り組み

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。 66



地域の特性等を踏まえた各種減災対策を推進

④市町村の実情に応じた減災の取り組み

八戸市

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
• 土橋川の流下能力維持のための整備
• 下水道雨水幹線の整備
• 下水道施設の耐水化計画策定及び工事の検討
• ため池及び調整池の維持管理による雨水貯留機能の確保

②被害対象を減少させるための対策
• 立地適正化計画における居住誘導区域の見直し（検討予定）
• 排水ポンプ車（H17購入）による内水排除作業の実施

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
• まるごとまちごとハザードマップ標識の設置
• ため池ハザードマップの作成及び関連地域への周知
• 要配慮者利用施設による避難確保計画作成の支援

• 住民の防災意識向上のための防災講話や防災訓練、マイタイム
ライン作成講習会の実施

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

二戸市

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
• 準用河川の河川改修事業
• 雨水排水路の整備

②被害対象を減少させるための対策

• 浸水想定区域等を誘導区域から除外して立地適正化計画を策
定

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
• 防災ラジオとスマホ（SNS）を活用した防災情報発信
• 職員出前講座による防災知識の普及
• 防災行政無線のデジタル化更新工事

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

八幡平市

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
• 準用河川の流域河川改修事業
• 安代浄化センター更新計画策定予定

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
• 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
• 近隣市町と避難所の受援・応援について調整を検討
• 防災マップの更新と住民への周知並びに辞書防災の取組促進
• 防災出前講座等の実施による防災知識等の向上
• 防災出前講座等の機会を活用したタイムラインを普及

• 難聴地域の確認を実施中、子局の増設及び個別受信機の設置
を検討

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

三戸町

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

• 住民の防災意識向上のための防災講話や防災訓練、マイタイム
ライン作成講習会の実施

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

五戸町

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
• 要配慮者利用施設に対する避難確保計画作成の促進
• 自主防災組織を対象とした講習会の実施
• 水防活動用品の整備

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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地域の特性等を踏まえた各種減災対策を推進

④市町村の実情に応じた減災の取り組み

南部町

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
• 浸水想定区域内の施設の耐水化（検討予定）

②被害対象を減少させるための対策
• 高台等への避難場所の整備・確保

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

• 想定最大規模で新たに対象となった要配慮者利用施設の避難
確保計画作成のフォローアップ

• 町防災訓練の実施
• 役場庁舎の高台移転による防災機能の強化
• ライブカメラ映像のインターネット配信
• 防災行政無線の改良、周知方法の検討

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

葛巻町

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
• 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援
• 水防避難訓練の実施や指定区域での説明会・勉強会等の開催

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

田子町

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

• 自主防災体験研修会の開催、防災マップ更新に伴う防災知識の
普及促進

• 防災行政無線の計画的な更新

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

軽米町

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
• 防災講演会
• 広報による防災知識の普及啓発

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

一戸町

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
• 自主防災組織や町内会の避難訓練等での講習会
• 防災行政無線のデジタル化

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

新郷村

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
• 住民の防災教育や防災知識の普及促進

• 想定最大規模降雨時の浸水想定区域を反映した洪水ハザード
マップの作成・周知

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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